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日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
物
品
調
達
に
関
す
る
質
問
主
意
書

郵
政
改
革
担
当
大
臣
で
あ
る
亀
井
静
香
国
務
大
臣
は
、
本
年
二
月
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
下
地
幹
郎
委
員
の
「
地
方

の
郵
便
局
が
買
う
鉛
筆
一
本
ま
で
東
京
で
全
部
契
約
し
て
送
り
出
し
て
い
る
」
と
の
指
摘
に
対
し
、
「
二
年
前
か
ら
、
地
域
へ

の
調
達
は
地
域
に
発
注
し
て
い
た
の
を
、
今
は
中
央
で
一
括
発
注
し
て
い
る
。
郵
政
改
革
に
よ
っ
て
地
域
を
元
気
に
し
て
い

く
、
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
大
変
な
阻
害
要
件
に
な
る
。
地
域
を
大
事
に
し
て
い
く
、
そ
の
こ
と
を
物
品
調
達
の
面
で

き
っ
ち
り
と
や
ら
せ
る
。
今
ま
で
の
契
約
関
係
は
や
め
さ
せ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

日
本
郵
政
株
式
会
社
で
は
「
郵
政
事
業
の
関
連
法
人
の
整
理
・
見
直
し
に
関
す
る
委
員
会
」
と
同
時
に
「
調
達
コ
ス
ト
削

減
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
物
品
調
達
等
の
コ
ス
ト
削
減
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

調
達
コ
ス
ト
削
減
の
取
り
組
み
の
内
容
及
び
成
果
、
コ
ス
ト
削
減
額
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
提
出
「
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
人
事
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
鳩
山
内
閣

の
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
「
郵
政
事
業
の
関
連
法
人
の
整
理
・
見
直
し
に
関
す
る
委
員
会
」
の
報
告
書
の
内
容
が
実
行
さ
れ
る

か
ど
う
か
と
の
質
問
に
対
し
て
、
「
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
経
営
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立

一



場
に
な
い
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
右
記
亀
井
大
臣
の
答
弁
の
趣
旨
は
政
府
主
導
で
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
物

品
調
達
の
既
契
約
を
解
除
す
る
、
又
は
今
後
の
調
達
手
法
及
び
調
達
先
を
見
直
す
方
針
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
が
、

右
記
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
の
「
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
経
営
判
断
」
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

三

も
し
、
日
本
郵
政
の
経
営
判
断
で
は
な
く
、
亀
井
大
臣
の
発
言
を
政
府
の
政
策
と
す
る
場
合
、
そ
の
根
拠
法
と
条
文
を
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

四

「
郵
政
事
業
の
関
連
法
人
の
整
理
・
見
直
し
に
関
す
る
委
員
会
」
の
報
告
書
へ
の
対
応
と
、
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
物
品

調
達
に
関
す
る
対
応
と
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
経
営
判
断
事
項
に
対
す
る
政
府
の
関
与
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
見
解
が
異

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
て
い
る
理
由
は
何
か
。

五

亀
井
大
臣
の
答
弁
し
た
「
物
品
調
達
の
見
直
し
」
に
は
、
競
争
入
札
に
よ
っ
て
い
た
契
約
を
随
意
契
約
に
切
り
替
え
る
こ

と
が
含
ま
れ
る
か
。

六

亀
井
大
臣
の
答
弁
し
た
「
物
品
調
達
の
見
直
し
」
は
、
「
郵
政
事
業
の
関
連
法
人
の
整
理
・
見
直
し
に
関
す
る
委
員
会
」

の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
関
連
法
人
と
の
特
別
な
取
引
関
係
の
復
活
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


